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   第一章 総則     第一節 通則  

（目的）  

第一条  この法律は、武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命、身体

及び財産を保護し、並びに武力攻撃の国民生活及び国民経済に及ぼす影響が

最小となるようにすることの重要性にかんがみ、これらの事項に関し、国、

地方公共団体等の責務、国民の協力、住民の避難に関する措置、避難住民等

の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置その他の必要な事

項を定めることにより、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに

国及び国民の安全の確保に関する法律 （平成十五年法律第七十九号。以下「事

態対処法」という。）と相まって、国全体として万全の態勢を整備し、もって

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施する

ことを目的とする。  

    第三節 国民の保護のための措置の実施に係る体制  

（市町村の国民の保護に関する計画）  

第三十五条  市町村長は、都道府県の国民の保護に関する計画に基づき、国民

の保護に関する計画を作成しなければならない。  

２  前項の国民の保護に関する計画に定める事項は、次のとおりとする。  

一  当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置の総合的な推進に関す

る事項  

二  市町村が実施する第十六条第一項及び第二項に規定する国民の保護のた

めの措置に関する事項  

三  国民の保護のための措置を実施するための訓練並びに物資及び資材の備

蓄に関する事項  

四  国民の保護のための措置を実施するための体制に関する事項  

五  国民の保護のための措置の実施に関する他の地方公共団体その他の関係

機関との連携に関する事項  

六  前各号に掲げるもののほか、当該市町村の区域に係る国民の保護のための

措置に関し市町村長が必要と認める事項  

３  市町村長は、その国民の保護に関する計画の作成に当たっては、指定行政

機関の国民の保護に関する計画、都道府県の国民の保護に関する計画及び他

の市町村の国民の保護に関する計画との整合性の確保を図るよう努めなけれ

ばならない。  

４  市町村長は、その国民の保護に関する計画を作成する場合において、他の

市町村と関係がある事項を定めるときは、当該市町村の長の意見を聴かなけ

ればならない。  

５  市町村長は、その国民の保護に関する計画を作成するときは、あらかじめ、

都道府県知事に協議しなければならない。  



６  市町村長は、その国民の保護に関する計画を作成したときは、速やかに、

これを議会に報告するとともに、公表しなければならない。  

７  第三十三条第六項の規定は、市町村長がその国民の保護に関する計画を作

成する場合について準用する。  

８  第三項から前項までの規定は、第一項の国民の保護に関する計画の変更に

ついて準用する。ただし、第五項の規定は、政令で定める軽微な変更につい

ては、準用しない。  

    第五節 都道府県国民保護協議会及び市町村国民保護協議会  

（都道府県協議会の組織）  

第三十八条  都道府県協議会は、会長及び委員をもって組織する。  

２  会長は、都道府県知事をもって充てる。  

３  会長は、会務を総理する。  

４  委員は、次に掲げる者のうちから、都道府県知事が任命する。  

一  当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関の長又

はその指名する職員  

二  防衛大臣が指定する陸上自衛隊に所属する者、海上自衛隊に所属する者及

び航空自衛隊に所属する者  

三  当該都道府県の副知事  

四  当該都道府県の教育委員会の教育長、警視総監又は当該道府県の道府県警

察本部長及び特別区の消防長  

五  当該都道府県の職員（前二号に掲げる者を除く。）  

六  当該都道府県の区域内の市町村の長及び当該都道府県の区域を管轄する

消防長  

七  当該都道府県の区域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共

機関の役員又は職員  

八  国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者  

５  委員の任期は、二年とし、再任することを妨げない。委員が欠けた場合に

おける補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

６  都道府県協議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことが

できる。  

７  専門委員は、関係指定地方行政機関の職員、当該都道府県の職員、当該都

道府県の区域内の市町村の職員、関係指定公共機関又は指定地方公共機関の

職員及び国民の保護のための措置に関し専門的な知識又は経験を有する者の

うちから、都道府県知事が任命する。  

８  前各項に定めるもののほか、都道府県協議会の組織及び運営に関し必要な

事項は、都道府県の条例で定める。  

 

 



（市町村協議会の設置及び所掌事務）  

第三十九条  市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の

意見を求め、当該市町村の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に

推進するため、市町村に、市町村国民保護協議会（以下この条及び次条にお

いて「市町村協議会」という。）を置く。  

２  市町村協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。  

一  市町村長の諮問に応じて当該市町村の区域に係る国民の保護のための措

置に関する重要事項を審議すること。  

二  前号の重要事項に関し、市町村長に意見を述べること。  

３  市町村長は、第三十五条第一項又は第八項の規定により国民の保護に関す

る計画を作成し、又は変更するときは、あらかじめ、市町村協議会に諮問し

なければならない。ただし、同項の政令で定める軽微な変更については、こ

の限りでない。  

４  第三十三条第六項の規定は、市町村協議会がその所掌事務を実施する場合

について準用する。  

 

（市町村協議会の組織）  

第四十条  市町村協議会は、会長及び委員をもって組織する。  

２  会長は、市町村長をもって充てる。  

３  会長は、会務を総理する。  

４  委員は、次に掲げる者のうちから、市町村長が任命する。  

一  当該市町村の区域を管轄する指定地方行政機関の職員  

二  自衛隊に所属する者（任命に当たって防衛大臣の同意を得た者に限る。）  

三  当該市町村の属する都道府県の職員  

四  当該市町村の副市町村長  

五  当該市町村の教育委員会の教育長及び当該市町村の区域を管轄する消防

長又はその指名する消防吏員（消防本部を置かない市町村にあっては、消防

団長）  

六  当該市町村の職員（前二号に掲げる者を除く。）  

七  当該市町村の区域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機

関の役員又は職員  

八  国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者  

５～８ 省略 

 


